
いみず住まいづくり支援補助金 対象判定フローチャート

いいえ

スタート！

新築等取得事業の条件判定

いいえ いいえ

取得した住宅に
住む人に

『転入者(※２)』
はいますか？

はい

補助金の対象です。基本額として
①：20万円（転入世帯の場合は、30万円）、
②：40万円 、 ③：50万円

が補助され、条件に応じて加算されます。申請に
必要な書類を準備して、射水市観光まちづくり課
までご提出ください。
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いいえ

住宅の所有者（共有名
義の場合は1/2以上）

である
※指定宅地の場合は

土地も同様
※外国人の場合は永住
権等がある（※４）

いいえ

はい
いいえ

いいえ
住宅に居住する全員が
市税を滞納してなく、
暴力団員等でない

いいえ

はい

はい

はい

【
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過去にこの補助金や
本市の同種の他の

補助金を受けていない

５年以上住み続け、
地域コミュニティに
参加する意思がある

住宅を取得してから
１年以内に住所を定め、

申請日においても
同じ住所である

はい取得した住宅は、
玄関、台所、トイレ、

浴槽を備えて
いますか？

はい

いいえ

【残念ながら、補助金の対象外です】

いいえ

無償で取得した
住宅ではなく、

住宅の部分の面積が
70㎡以上で、

建築物全体面積の
1/2以上ですか？

(※３)

取得した住宅は
『指定宅地』上の
住宅ですか？

はい

住宅の取得日、または
住所を定めた日の

遅い方から３か月経過
していませんか？
※一部例外あり

中古住宅利活用事業の条件判定

ご自身が住むため、
または、お店を兼ねた

住まいとして
購入しましたか？

いいえ

はい

【残念ながら、補助金の対象外です】

はい

取得した住宅は
どちらですか？

過去に人が住んだこ
とがある一戸建て

または
建てられてから

２年を超えた一戸建て

中古住宅利活用事業新築等取得事業

新築一戸建て
または

建てられてから(※１)
２年以内の一戸建て

（建売住宅）

※１ 建てられてから
→年数の算出は、検査済証の日
を起算日とします。

※２ 転入者とは
→射水市に転入する前に射水市
外に１年以上住所を有し、射
水市への転入日以後３年を経
過していない者を指します。

※３→面積は確認申請書（第３面）
で判断します。

※４→外国人の場合は永住権、日本
本人の配偶者等、永住者の配
偶者等のずれかの在留資格を
有し、住民基本台帳に記録さ
れている者です。

①

②

③

はい

【残念ながら、補助金の対象外です】


